
岐⾩聖徳学園⼤学／⼤学院 2023(令和5)年度 教職課程⾃⼰点検・評価シート

・教員の養成の⽬標及び当該⽬標
を達成するための計画の策定状況

：具体的かつ明確な形で設定されている
か、教員の養成の⽬標及び当該⽬標を達
成するための計画と３つの⽅針との関係
が必要に応じて意識されているか等

教員の養成の⽬標及び当該⽬標を達成するための
計画を具体的かつ明確に設定し、⼤学ホームペー
ジにおいて広く社会に公表する。

･教員の養成の⽬標を設定する
･教員の養成の⽬標を達成するための計画を設定す
る
・DP･CP･APを意識した⽬標となっている
○評定 S:３つ達成 A:2つ達成 B:1つ達成 C:すべて
未達成

S S
DP･CP･APを意識した教職課程のDPを作成し、本学の教
員養成の⽬的をより明確にした。
⼤学院については学部に準じて⾏っている。

基準１
理念・⽬的①
基準４
教育課程・学習成果①②
基準５
学⽣の受け⼊れ①

教職教育センター運営委員会

・教員の養成の⽬標及び当該⽬標
を達成するための計画の策定プロ
セス

：学⽣や採⽤権者の意⾒の考慮、所在す
る都道府県・政令指定都市教育委員会の
策定する教員育成指標との関係性の考慮
が⾏われているか等

岐⾩県や愛知県を中⼼とした地⽅⾃治体の⽬指す
教育や教育委員会の求める⼈材像を踏まえた教員
の養成の⽬標等の設定する。

･国が求める教員像を踏まえた教員の養成の⽬標の
設定
･学⽣が就職する地⽅⾃治体が⽬指す教員の養成の
⽬標を踏まえた⽬標の設定
・⽬標を達成するプロセスの明確化
○評定 S:３つ達成 A:2つ達成 B:2つ達成 C:すべて
未達成

C C

岐⾩県や愛知県を中⼼とした地⽅⾃治体の⽬指す教育や
教育委員会の求める⼈材像を踏まえた教員の養成の⽬標
等の設定には⾄っていない。
⼤学院については学部に準じて⾏っているため、設定に
は⾄っていない。

基準４
教育課程・学習成果③

教職教育センター運営委員会

・教員の養成の⽬標及び当該⽬標
を達成するための計画の⾒直しの
状況

：⼀⼈⼀⼈の学⽣が教職課程での学修を
通じて得た⾃らの学びの成果（以下「学
修成果」という。）や⾃⼰点検・評価の
結果、社会情勢や教育環境の変化等を踏
まえた適切な⾒直しが⾏われているか等

学⽣の学修成果や教職課程の⾃⼰点検・評価等を
踏まえ、教員の養成の⽬標及び当該⽬標を達成す
るための計画の⾒直しを定期的に⾏う。

･教職科⽬における学修成果を踏まえた教員の養成の⽬
標、当該⽬標を達成するための計画の⾒直し
･教職課程の⾃⼰点検・評価を踏まえた教員の養成の⽬
標、当該⽬標を達成するための計画の⾒直し
・社会情勢や教育環境の変化等を踏まえた教員の養成の
⽬標、当該⽬標を達成するための計画の⾒直し
○評定 S:３つ達成 A:2つ達成 B:2つ達成 C:すべて未達成

A C

教職課程の⾃⼰点検・評価を踏まえた教員の養成の⽬
標、当該⽬標を達成するための計画の⾒直しや社会情勢
や教育環境の変化等を踏まえた教員の養成の⽬標、当該
⽬標を達成するための計画の⾒直しは⾏ったが、学修成
果を踏まえた⾒直しは未実施である。
⼤学院では⾒直しを⾏っていない。

基準４
教育課程・学習成果⑦

教職教育センター運営委員会

・複数の教職課程を通じた授業科
⽬の共通開設など全学的な教育課
程の編成状況

：複数の教職課程間における授業科⽬の
共通開設は、開設に責任を負う学科等の
強み・特⾊を⽣かしつつ適切に⾏われて
いるか等

教員養成カリキュラム委員会(各研究科委員会)に
おいて、教職課程に関わる授業科⽬の適切性につ
いて，全学的に審議し、検証する。

実施：S
未実施：C S S

教職教育センター運営委員会（旧教員養成カリキュラム
委員会）において、教職課程に開講されている授業科⽬
の適切性について審議し、適切性が認められた。
⼤学院については、研究科委員会において実施してい
る。

基準４
教育課程・学習成果④

全学教務委員会

・教職課程の授業科⽬の実施に必
要な施設・設備の整備状況

：ＩＣＴ（情報通信技術）環境（オンラ
イン授業含む）、模擬授業⽤の教室、関
連する図書など、教職課程の授業科⽬の
実施に必要な施設・設備が整備されてい
るか等

・オンライン授業にも耐えうる⾼速通信ネット
ワークを整備する。
・教職課程における授業科⽬の学修に必要な資料
および教育実習で使⽤する資料を整備し、学修し
やすい環境を整える。

S:3項⽬達成
A:2項⽬達成
B:1項⽬達成
C:すべて未達成

S S

・機器を更新し⾼速ネットワーク環境を維持・整備する
とともに、対外回線増強に関する検討を進めた。
・教員からの選定により、教職課程、保育⼠養成課程に
おける授業科⽬の学修に必要な資料および教育実習、保
育実習で使⽤する資料を拡充した。
・教育実習、保育実習期間中の返却期限を延⻑した。
⼤学院については学部に準じて実施している。

基準８
教育研究等環境②

全学図書委員会、情報教育研究センター運営委
員会

・教育課程の体系性

：法令及び教員の養成の⽬標及び当該⽬
標を達成するための計画と対応し必要な
授業科⽬が開設され適切な役割分担が図
られているか、教職課程以外の科⽬との
関連性が適切に確保されているか等

(⼤学)
教職課程の体系性及び，教職課程以外の科⽬との
関連性について，全学的に審議し、検証する。
(⼤学院)
国際⽂化研究科委員会では、教職課程の体系性及
び、教職課程以外の科⽬との関連性について、審
議し、検証する。経済情報研究科では、必要な授
業科⽬の適切性について、審議し、検証する。

(⼤学･⼤学院 共通)
実施：S
未実施：C

S S

教職課程のディプロマ・ポリシーを作成し、全学として
教職課程で⽬指すべき⽅針を明確化した。また教職課程
のカリキュラムツリーを作成し、教職課程の体系性及び
教職課程以外の科⽬との関連性を検証した。
⼤学院については学部に準じて実施している。

基準４
教育課程・学習成果③④

全学教務委員会、教職教育センター運営委員会
(教職課程部会)

該当委員会評価指標
⼤学

⾃⼰評価
⼤学院

⾃⼰評価
⾃⼰評価理由・改善理由 ⼤学基準協会①教育理念・学修⽬標

[⼤学全体レベル][学科等レベル]

ガイドライン

ガイドライン
2023(令和５)年度

⽬標

該当委員会評価指標
⼤学

⾃⼰評価
⼤学院

⾃⼰評価
⾃⼰評価理由・改善理由②授業科⽬・教育課程の編成実施

[⼤学全体レベル]

 [学科等レベル]

⼤学基準協会
2023(令和５)年度

⽬標
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・ＩＣＴの活⽤指導⼒など、各科
⽬を横断する重要な事項について
の教育課程の体系性

：例えば、教員として⾝につけることが
必要なＩＣＴ活⽤指導⼒の全体像に対応
して各科⽬間の役割分担が適切に図られ
ているか、到達⽬標や学修量が適切な⽔
準となっているか等

ICTの活⽤指導⼒の向上を⽬指し，教科横断的に
到達⽬標を設定し，授業内容の適切性を検討す
る。

（⼤学）
・ICT活⽤について，教科間で情報共有し，横断的
に到達⽬標を設定し，授業内容の適切性について
検証する。
評定
情報共有・⽬標設定・適切性の検証：S
情報共有・⽬標設定：A
情報共有：B
未実施：C
（⼤学院）
評定
実施：S
未実施：C

B C

教職実践演習におてICT活⽤は前提として授業内容を構成
するよう担当教員を中⼼に確認した。今後はICT活⽤を中
⼼に教職課程全体で重点的に取り組むべき新たな教育⽅
法等について導⼊状況を検証する。
⼤学院では未実施。

基準４
教育課程・学習成果③④

全学教務委員会、教職教育センター運営委員会
(教職課程部会)

・いわゆるキャップ制の設定状況
：１単位あたりの学修時間を確保する上
で有効に機能しているか等

CAP制(履修⽅法)が有効に機能しているかを検討
する。

実施：S
未実施：C C C

履修上限単位数については、実習など⼀部除外科⽬を設
けたうえで、有効に機能しているかどうかを全学教務委
員会で検討を⾏った。しかし除外科⽬を含めると年間50
単位を超える学⽣の存在を⼤学評価(認証評価)においても
指摘されたため，今後は除外科⽬を設けず年間50単位未
満の履修上限となるよう検討し、改善を図る。
⼤学院ではCAP制を⾏っていない。

基準４
教育課程・学習成果④

全学教務委員会

・教育課程の充実・⾒直しの状況
：学修成果や⾃⼰点検・評価の結果等を
踏まえて充実が図られ、適切な⾒直しが
⾏われているか等

学修成果アンケート(ヒアリングチェックシート)
を実施し、分析し、カリキュラム内容の改善を図
る。

実施，分析，改善：S
実施，分析：A
実施のみ：B
未実施：C

Ａ Ａ 学修成果アンケートを実施し、結果についての分析を
⾏った。

基準４
教育課程・学習成果⑦

全学教務委員会

[授業科⽬レベル]

・個々の授業科⽬の到達⽬標の設
定状況

：法令、教員の養成の⽬標及び当該⽬標
を達成するための計画、学習指導要領及
び教職課程コアカリキュラムへの対応が
図られているか等

個々の授業科⽬の到達⽬標の設定の適切性を確認
するため，シラバスを検証し，適宜改善する。

シラバスの内容及び実施を確認する。
評定
実施：S
未実施：C

S S

今年度のシラバスについては，令和4年度の各学部の教務
委員会において、「シラバスの第三者による確認」につ
いて審議し、それに基づき確認作業を⾏った。不備のあ
るものについては，シラバスの修正もしくは授業の改善
を求めた。
⼤学院については⼤学に準じて実施している。

基準４
教育課程・学習成果③④

全学教務委員会

・シラバスの作成状況

：教員の養成の⽬標及び当該⽬標を達成
するための計画と授業科⽬との関係、授
業科⽬の⽬的と到達⽬標、内容と⽅法、
計画、成績評価基準、事前学修と事後学
修の内容等が明確に記載されているか等

シラバスが適切に作成されているかを確認するた
め，シラバスを検証し，適宜改善する。

シラバスの内容及び実施を確認する。
評定
実施：S
未実施：C

S S

今年度のシラバスについては，令和4年度の各学部の教務
委員会において、「シラバスの第三者による確認」につ
いて審議し、それに基づき確認作業を⾏った。不備のあ
るものについては、シラバスの修正もしくは授業の改善
を求めた。
⼤学院については、研究科運営委員会において学部に準
じて実施している。

基準４
教育課程・学習成果③④

全学教務委員会
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・アクティブ・ラーニングやＩＣ
Ｔの活⽤など新たな⼿法の導⼊状
況

：授業科⽬の到達⽬標に応じ、少⼈数の
アクティブ・ラーニングやＩＣＴを活⽤
した新たな⼿法を導⼊し、「考える」
「話す」「⾏動する」などの多様な学び
をもたらす⼯夫が⾏われているか等

教職課程の授業において，アクティブラーニング
の活⽤状況を確認するため，シラバスを確認し，
適宜改善する。

シラバスの内容及び実施を確認する。
評定
実施：S
未実施：C

S S

今年度のシラバスについては，令和4年度の各学部の教務
委員会において、「シラバスの第三者による確認」につ
いて審議し、それに基づき確認作業を⾏った。不備のあ
るものについては，シラバスの修正もしくは授業の改善
を求めた。
⼤学院については学部に準じて実施している。

基準４
教育課程・学習成果④

全学教務委員会

・個々の授業科⽬の⾒直しの状況
：学修成果や⾃⼰点検・評価の結果等を
踏まえて充実が図られ、適切な⾒直しが
⾏われているか等

授業評価アンケート(ヒアリングチェックシート)
を実施し，個々の授業内容等の適切性について検
証する。

実施：S
未実施：C S S

FD委員会で作成された授業評価アンケートを全科⽬で実
施した。アンケート結果に基づき，授業担当者は授業を
⾒直し、改善内容等をUNIPAで公表している。またその
結果はFD委員会において検討し、授業改善が必要な教員
に対しては学部⻑等から各教員に対して指導を⾏ってい
る。
⼤学院についてはヒアリングチェックシートを実施し、
その結果をもとに研究科委員会で授業内容の適切性を検
証している。

基準４
教育課程・学習成果⑦

全学教務委員会

教職実践演習の内容および⽅法について検討し，
改善を図る。

・教職実践演習の内容及び⽅法の問題点について
検討する。
・教職実践演習の内容の改善を図る。
・教職実践演習の⽅法についての改善を図る。
○評定
 S:３つ達成 A:2つ達成 B:1つ達成 C:すべて未達成

S

前年度までの教職実践演習の問題点を抽出し、⾒直しを
⾏った。また改善に当たっては教職課程のディプロマ・
ポリシーを作成し、それに基づき内容、⽅法、担当者等
を改善した。
⼤学院では、教職実践演習は開講していない。

教職教育センター運営委員会(教職課程部会)

教育実習を充実させるための計画を具体的かつ明
確に設定し、学⽣が意欲的に実習に臨めるように
する。

・教育実習の⽬標を設定する
・⽬標を明確に持って、教育実習に参加するため
の事前・事後指導の計画を設定する
・実習授業等を参観し、個に応じた指導をする
○評定Ｓ:３つ達成 Ａ:２つ達成 Ｂ:１つ達成 Ｃ:す
べて未達成

S
教育実習の事前・事後指導を実施し、⽬標を持って実習
に臨ませることができた。また、授業参観等を通して、
個に応じた指導を⾏うことができた。
⼤学院では、教育実習は開講していない。

教職教育センター運営委員会(実習部会)

・成績評価に関する全学的な基準
の策定・公表の状況

：成績評価基準に基づく評語と授業科⽬
ごとに定められている到達⽬標の達成⽔
準との関係等が明らかにされているか等

成績評価の基準を確認し，履修要覧等で公表す
る。

実施：S
未実施：C S S

成績評価基準を履修要覧等で公表している。
到達⽬標の達成⽔準については、各授業科⽬のシラバス
に明記している。

基準４
教育課程・学習成果⑤

全学教務委員会

・成績評価に関する共通理解の構
築

：同⼀名称の授業科⽬を複数の教員が分
担して開講している場合に成績評価の平
準化を図ることができているか等

複数教員で⾏われる授業科⽬の成績評価が明⽂化
され，平準化がされているかを確認するため，シ
ラバスを検証し，適宜改善する。

シラバスの内容及び実施を確認する。
評定
実施：S
未実施：C

S

今年度のシラバスについては，令和4年度の各学部の教務
委員会において、「シラバスの第三者による確認」につ
いて審議し、それに基づき確認作業を⾏った。不備のあ
るものについては、シラバスの修正もしくは授業の改善
を求めた。
⼤学院では該当する科⽬はない。

基準４
教育課程・学習成果⑤

全学教務委員会

・教員の養成の⽬標の達成状況
（学修成果）を明らかにするため
の情報の設定及び達成状況

：教員の養成の⽬標の達成状況を明らか
にするための情報※２が適切に設定され
ており、それがどの程度達成されている
か、教職実践演習に向けた「履修カル
テ」を適切に活⽤できているか等

履修カルテの活⽤の適切性について、検証し、教
育プログラムの向上・改善を図る。

評定
実施：S
未実施：C

S C
履修カルテの活⽤の適切性について検証し、教育プログ
ラムの向上・改善を図った。
⼤学院では、未実施。

基準４
教育課程・学習成果⑥

教職教育センター運営委員会(教職課程部会)

・教職実践演習及び教育実習等の
実施状況

：教職課程において特に重要な役割を果
たす教職実践演習、教育実習（学校体験
活動含む）は、事前指導・事後指導を含
め、⼤学の主体的な関与の下で適切に⾏
われているか等

基準４
教育課程・学習成果④

⼤学基準協会③学修成果の把握・可視化
[⼤学全体レベル]

ガイドライン
該当委員会評価指標

⼤学
⾃⼰評価

⼤学院
⾃⼰評価

⾃⼰評価理由・改善理由
2023(令和５)年度

⽬標

[学科等レベル]
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・成績評価の状況

：各授業科⽬の到達⽬標に照らしてでき
るだけ定量的⼜は定性的に達成⽔準を明
らかにし、厳格に点数・評語に反映する
ことができているか、公正で透明な成績
評価という観点から達成⽔準を測定する
⼿法やその配点基準があらかじめ明確に
なっているか等

到達⽬標および評価基準が明確に⽰されているか
を確認するため，シラバスを検証し，適宜改善す
る。

実施：S
未実施：C S S

今年度のシラバスについては，令和4年度の各学部の教務委員会
において、「シラバスの第三者による確認」について審議し、そ
れに基づき確認作業を⾏った。不備のあるものについては，シラ
バスの修正もしくは授業の改善を求めた。
⼤学院については、研究科運営委員会において学部に準じて実施
している。

基準４
教育課程・学習成果⑤

全学教務委員会

・教員の配置の状況
：教職課程認定基準（平成13年７⽉19
⽇教員養成部会決定）で定められた必要
専任教員数を充⾜しているか等

⼤学設置基準(⼤学院設置基準)及び教職課程認定
基準に定められた専任教員数を適切に配置する。

実施：S
未実施：C S S ⼤学設置基準(⼤学院設置基準)及び教職課程認定基準に定

められた専任教員数を適切に配置している。
基準６
教員・教員組織②

教職教育センター運営委員会

・教員の業績等
：担当授業科⽬に関する研究実績の状
況、担当教員の学校現場等での実務経験
の状況等

授業科⽬を担当するにあたり、適切な業績を有す
る教員を配置する。

実施：S
未実施：C S S 授業科⽬を担当するにあたり、適切な業績を有する教員

を配置している。
基準６
教員・教員組織③

教職教育センター運営委員会

・職員の配置状況
：教職課程を適切に実施するため、事務
組織を設け、必要な職員数を配置できて
いるか等

全学的に教職課程を実施する事務組織体制を適切
に運⽤するとともに現状の職員数を維持する。

・事務組織体制の運⽤
・職員数の維持
○評定 S:２つ達成 A:事務組織体制の運⽤のみ達成
B:職員数の維持のみ達成 C:すべて未達成

S S 全学的に教職課程を実施する事務組織体制を適切に運⽤
するとともに現状の職員数を維持している。

基準１０
⼤学運営・財務
（１）⼤学運営④

教職教育センター運営委員会

・ＦＤ・ＳＤの実施状況

：いわゆる教科専⾨の授業科⽬を担当す
る教員や実務家教員も含め、教員の養成
の⽬標及び当該⽬標を達成するための計
画への理解をはじめ教職課程を担う教員
として望ましい資質・能⼒を⾝に付けさ
せるためのＦＤ・ＳＤが確実に実施され
ているか、適切な内容※４が実施できて
いるか、実際に参加が確保できているか
等

本学の教員養成の⽬標及び⽬標を達成するための
計画を教職員に対して周知するとともに、FD委
員会・SD委員会と連携して教職課程の資質・能
⼒の質的向上をめざすFD・SDを実施する。

・教員養成の⽬標及びその計画の周知
・教職課程のFD実施
・教職課程のSD実施
○評定
 S:３つ達成  A:2つ達成
 B:1つ達成  C:すべて未達成

B Ｂ
教員養成の⽬標及びその計画の周知については実施した
が、教職課程のFD・SDについては未実施となっている。
今後、FD・SDについて検討していく。

基準６
教員・教員組織④

基準１０
⼤学運営・財務
（１）⼤学運営⑤

教職教育センター運営委員会

[授業科⽬レベル]

・授業評価アンケートの実施状況

：個々の授業科⽬の⾒直しに繋がるＦＤ
の機会で活⽤できるように、効果的な授
業評価アンケートの作成・実施が⾏えて
いるか等

個々の授業科⽬の⾒直しに繋がる授業評価アン
ケート（含むヒアリングチェックシート）の作
成・実施するとともにその結果を検証する。

・授業評価アンケート（含むヒアリングチェック
シート）の検討・実施
・個々の授業の⾒直し
・アンケート（含むヒアリングチェックシート）
の検証
○評定
S:３つ達成 A:2つ達成
B:1つ達成 C:すべて未達成

A S

授業評価アンケートの検討・実施し、アンケート結果に
ついて検証している。しかし、授業評価アンケートの結
果を受けて授業の⾒直しを⾏っているかまでは検証でき
ていない。
⼤学院ではヒアリングチェックシートの内容をもとに適
宜学⽣の授業対応を⾏っている。

基準６
教員・教員組織④

FD委員会

[⼤学全体レベル][学科等レベル]
⼤学基準協会

2023(令和５)年度
⽬標

評価指標
⼤学

⾃⼰評価
⼤学院

⾃⼰評価
⾃⼰評価理由・改善理由

 [授業科⽬レベル]

ガイドライン
該当委員会④教職員組織
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・学校教育法施⾏規則（昭和２２
年⽂部省令第１１号）第１７２条
の２のうち関連部分、教育職員免
許法施⾏規則第２２条の６に定め
られた情報公表の状況

：法令に定められた情報公表が学外者に
もわかりやすく適切に⾏えているか等

学校教育法施⾏規則（昭和２２年⽂部省令第１１
号）第１７２条の２のうち関連部分、教育職員免
許法施⾏規則第２２条の６に定められた情報を学
外者にもわかりやすく公表する。

評定S:学外者にわかりやすく公表
評定A:公表
評定B:⼀部公表
評定C:未公表

S S 本学HPで公表している。
基準２
内部質保証④

教職教育センター運営委員会

・学修成果に関する情報公表の状
況

：⼤学が必要な資質・能⼒を備えた学⽣
を育成できているかどうかを、エビデン
スとともに説明できているか等

教員の養成の⽬標及び計画(第1号関係)に定めた
資質・能⼒が育成できているかについて、学修成
果を測定し、根拠をもとに検証する。

評定:S 学修成果の測定、根拠に基づく検証及び改
善を⾏う。
評定:A 学修成果の測定、根拠に基づく検証
評定:B 第1号関係に定めた資質・能⼒に関する学
修成果の測定
評定:C 未測定･未検証

C C
教員の養成の⽬標及び計画(第1号関係)に定めた資質・能
⼒が育成できているかについて、学修成果を測定し、根
拠をもとに検証していない。

基準２
内部質保証④

教職教育センター運営委員会

・教職課程の⾃⼰点検・評価に関
する情報公表の状況

：根拠となる資料やデータ等を⽰しつ
つ、わかりやすい⾃⼰点検・評価の評価
書を公表することができているか

教職課程の⾃⼰点検・評価を⾏い、⼤学ホーム
ページにに公表する。

評定:S 教職課程の⾃⼰点検･評価報告書を根拠とな
る資料やデータを⽰しつつ作成し、公表する。
 評定:A 教職課程の⾃⼰点検･評価を根拠資料や
データを⽰しつつ実施し、公表する。
 評定:B 教職課程の⾃⼰点検・評価を実施し、公表
する。
 評定:C 未公表

B Ｂ

教職課程の⾃⼰点検・評価を実施し、年度末までに公表
を予定している。教職課程の⾃⼰点検・評価報告書作
成・公表については、次年度以降実施に向けた検討を進
めていく。
⼤学院では、⼤学に準じて⾏っている。

基準２
内部質保証④

教職教育センター運営委員会

・教職課程を履修する学⽣の確保
に向けた取組の状況

：教職課程に関する積極的な情報提供の
実施ができているか、教員の養成の⽬標
に照らして適切に学⽣を受け⼊れている
か等

(⼤学)
学部については、⼤学案内に教員免許状を取得す
るためのカリキュラムや教育実習、教員採⽤試験
対策についての情報を掲載する。また、取得でき
る教員免許状は、⼤学案内だけでなく⼊学者選抜
要項にも掲載する。
(⼤学院)
⼤学院については、⼤学院パンフレットに取得可
能な教員免許状を掲載する。

(⼤学)
Ｓ:「カリキュラム」･「教育実習」･「教員採⽤試
験対策」･「⼊学者選抜要項に教員免許状」の４項
⽬を掲載した。
Ａ:上記４項⽬の内、３項⽬を掲載した。
Ｂ:上記４項⽬の内、２項⽬を掲載した。
Ｃ:上記４項⽬の内、１項⽬を掲載した。
(⼤学院)
評定
実施：S
未実施：C

S S

⼤学案内に「カリキュラム」･「教育実習」･「教員採⽤
試験対策」、および⼊学者選抜要項に⼊学者選抜要項に
「教員免許状」の４項⽬を掲載した。
なお、⼤学案内にも教員免許状について掲載した。
⼤学院については、⼤学院パンフレットに取得可能な教
員免許状を掲載した。

基準５
学⽣の受け⼊れ①〜③

広報委員会

・学⽣に対する履修指導の実施状
況

：必要な体制や施設・設備を整えた上
で、個々の学⽣の教職に対する意欲を踏
まえつつ、学⽣に教職課程の履修に当
たって学修意欲を喚起するような適切な
履修指導が⾏えているか、「履修カル
テ」を適切に活⽤できているか等

(⼤学)
履修カルテの活⽤の適切性について、検証し、教
育プログラムの向上・改善を図る。
(⼤学院)
教育職員免許状の取得を希望する学⽣に対して、
教職課程に関わる授業科⽬の履修状況を適宜確認
し、適切な履修指導を⾏う。

(⼤学･⼤学院 共通)
評定
実施：S
未実施：C

S S

教育学部以外の学部では、UNIVERSAL PASSPORTによる履修カ
ルテの運⽤を開始した。教育学部では、⼗三の視座を活⽤して履
修指導に役⽴てている。
今後は、教育学部を除く学部共通の履修カルテを作成し、教育プ
ログラムの向上・改善に向けた検討を⾏っていく。国際⽂化研究
科では、教職課程に関わる授業科⽬の履修状況を適宜確認し、履
修指導を⾏っている。
経済情報研究科では、現在教職希望者がいないが、履修者があれ
ば、教職課程に関わる授業科⽬の履修状況を適宜確認し、履修指
導を⾏っている。

基準４
教育課程・学習成果④

全学教務委員会、教職教育センター運営委員会
(教職課程部会)

該当委員会評価指標
⼤学

⾃⼰評価
⼤学院

⾃⼰評価
⾃⼰評価理由・改善理由2023(令和５)年度⽬標⑤情報公表

[⼤学全体レベル]
⼤学基準協会

ガイドライン

ガイドライン 2023(令和５)年度
⽬標

⼤学基準協会 該当委員会評価指標
⼤学

⾃⼰評価
⼤学院

⾃⼰評価
⾃⼰評価理由・改善理由⑥教職指導（学⽣の受け⼊れ・学⽣⽀援）

[⼤学全体レベル][学科等レベル]
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・学⽣に対する進路指導の実施状
況

：学⽣に教職への⼊職に関する情報を適
切に提供するなど、学⽣のニーズに応じ
たキャリア⽀援体制が適切に構築されて
いるか等

(⼤学)
教員採⽤試験の動向や学⽣の実態などを踏まえ、
教員採⽤試験対策講座（以下、対策講座）の内容
や⽅法を検討し、教員就職の⽀援を組織的・効果
的に⾏う。
(⼤学院)
学⽣のニーズに応じて、適切なキャリア⽀援を⾏
う。

(⼤学)
・教員採⽤試験の動向や学⽣の実態などを踏ま
え、教員就職への⽀援内容や⽀援計画を⼯夫・⽴
案する。
・⽀援計画を踏まえ対策講座を実施するととも
に、教職教育センター内で連携し、個別の教職相
談を⾏う。
・教員採⽤試験の結果を踏まえ、対策講座の内容
や⽅法等を⼯夫・改善する。
○評定 S:３つ達成 A:2つ達成 B:1つ達成 C:すべて
未達成
(⼤学院)
評定
実施：S
未実施：C

Ａ S

教員就職の⽀援体制について、教員採⽤試験の動向や結
果、学⽣の実態などを踏まえて構築することはできた
が、教職教育センター各課が連携することには課題が
あった。今後、運営委員会等で連携⽅法等について協議
を⾏っていく。
⼤学院⽣は少⼈数であり、個別に対応している。

基準７
学⽣⽀援②

教職教育センター運営委員会(教職⽀援部会)

・教育委員会や各学校法⼈との連
携・交流等の状況

：教員の採⽤を担う教育委員会や各学
校法⼈と適切に連携・交流を図り、地
域の教育課題や教員育成指標を踏まえ
た教育課程の充実や、学⽣への指導の
充実につなげることができているか等

各教育委員会を訪問し、教育実習についての依頼
や学⽣の実習に対する姿勢について聴取し、指導
計画へフィードバックする。

・教育委員会との⾯談の場を位置付ける
・学校現場の状況や実習⽣の様⼦等についての意
⾒聴取を⾏う
・意⾒聴取を基に、事前・事後指導の⾒直しを⾏
う
○評定Ｓ:３つ達成 Ａ:２つ達成 Ｂ:１つ達成 Ｃ:す
べて未達成

S C

各教育委員会を訪問し、教育実習の依頼をするととも
に、学校現場の実習の様⼦等を聴取することができた。
⼤学院では、原則として教育実習は開講していないが、
国際⽂化研究科における特別⽀援学校教諭免許状取得プ
ログラムにおいて特別⽀援免許状取得を考える学⽣にお
いては学部⽣同様に実習を⾏うことから、各学部では⼤
学院⽣も含めて本学学⽣として意⾒聴取を⾏っている。

基準４
教育課程・学習成果④

教職教育センター運営委員会(実習部会)

・教育実習等を実施する学校との
連携・協⼒の状況

：教育実習を実施する学校と適切に連
携・協⼒を図り、実習の適切な実施に
つなげることができているか、学校体
験活動や学習指導員としての活動など
学校現場での体験活動を⾏う機会を積
極的に提供できているか等

教育実習等連絡会議（協議会）を位置付け、教育
実習を実施する学校との連携を図り、実習等の円
滑な運営に結び付ける。

・教育実習等連絡会議（協議会）を位置付け学校
現場の意⾒を聴取する
・学校現場から聴取した意⾒を、実習委員会で協
議し、次年度の計画に⽣かす
・学校インターンシップ活動を通して、教育ボラ
ンティアを推進する
○評定Ｓ:３つ達成 Ａ:２つ達成 Ｂ:１つ達成 Ｃ:す
べて未達成

S

教育実習等連絡会議(協議会)を実施し、学校現場の意⾒を
聴取し、実習委員会において討議することができた。ま
た、各学校と連携し、学校インターンシップ活動を推進
することができた。
⼤学院では未実施。

基準４
教育課程・学習成果④

教職教育センター運営委員会(実習部会)

・学外の多様な⼈材の活⽤状況

：学外の諸機関との連携の下、教育課
程を充実するために学外の多様な⼈材
を実務経験のある教員⼜はゲストス
ピーカー等として活⽤することができ
ているか等

各教育委員会と結んでいる連携協定を更新し、教
育実習等における連携を更に深めていく。

・各教育委員会との連携協定を３年に⼀度⾒直し
を図り、継続していく
・連携協定更新の際に、意⾒交換を⾏い、今後の
実習運営に反映させていく
・実習の事前指導に、現場の教員を招聘し、現場
に即した学びを提供していく
○評定Ｓ:３つ達成 Ａ:２つ達成 Ｂ:１つ達成 Ｃ:す
べて未達成

S Ａ

各教育委員会を訪問し、連携協定を更新することができ
た。また、その際に懇談の場を位置付け、意⾒交換を⾏
い、今後の連携の在り⽅を協議することができた。
⼤学院⽣が実習に⾏く際は、学部に準じて⾏っているが
現場に即した学びは検討されていない。

基準４
教育課程・学習成果④

教職教育センター運営委員会(実習部会)

○自己評価について

S ガイドラインに照らして極めて良好な状態にあり、教員の養成の目標及び当該目標を達成するため取り組みが卓越した水準にある。

A ガイドラインに照らして良好な状態にあり、教員の養成の目標及び当該目標を達成するため取り組みが概ね適切である。

B ガイドラインに照らして軽度な問題があり、教員の養成の目標及び当該目標を達成に向けてさらなる努力が求められる。

C ガイドラインに照らして重度な問題があり、教員の養成の目標及び当該目標を達成に向けて抜本的な改善が求められる。

[⼤学全体レベル]

ガイドライン
2023(令和５)年度⽬標 評価指標⑦関係機関等との連携 ⼤学基準協会 該当委員会

⼤学
⾃⼰評価

⼤学院
⾃⼰評価

⾃⼰評価理由・改善理由
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